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１．はじめに 

 近年，企業における研究開発活動や知的財産の取り扱いをめぐる話題の一つに職務発明の権

利帰属とその報奨の問題がある。とりわけ昨年来，オリンパス光学工業㈱と元従業員との訴訟

における高裁判決，日亜化学工業㈱に対する元従業員からの提訴などが社会的に注目を集めて

いる。こうした問題は，まさに法律的課題として特許法第 35 条のいわゆる「相当の対価」の
問題であるが，同時に企業におけるテクノロジーマネジメントの問題として認識する必要もあ

る。すなわち，いかに研究者・開発者のモラールを向上させるかなどの研究開発管理的課題，

他の従業員とのバランスなどの労務管理的課題，さらには大局的な企業の経営戦略や技術戦略，

あるいは外部との競争や提携など，きわめて複雑なテクノロジーマネジメント上の課題とかか

わっている。 

 本稿では，こうした議論の前提として，企業の職務発明・報奨制度の実態がどのようになっ

ているか，また企業はどのような問題意識を持って取り組んでいるかを明らかにし，今後の検

討すべき課題を提示する。このようなことから，本調査研究では一部の判例や報道のみに依存

するのではなく，広くアンケート調査を行った。またアンケート調査では得られない企業の考

え方や戦略との関わりなどについてはヒアリング調査でカバーすることとした。 

 今回の研究を進めるに当たっては，（財）日本テクノマート，日本知的財産協会，および多く

の企業関係者からご協力を頂いた。この場を借りて改めて御礼申しあげたい。* 

                                                           
本調査研究は，平成 13年度特許庁受託研究「テクノロジーマネジメントにおける知的財産権等の総合的
研究」の成果の一部である。 

第 41巻 第 1号      『立命館経営学』     2002年 5月 
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２．国内企業 600社に対するアンケート調査結果 

2-1 アンケート調査の概要 

調査目的   企業における職務発明・報奨制度の実態を把握し，企業経営上の課題を明らかに

する。 

実施時期   2001年 11月 

調査対象   国内企業 600社（うち大企業 300社，中小企業 300社※） 

回収数〔率〕 346社〔58％〕（うち大企業 189社〔63％〕，中小企業 157社〔52％〕） 

 
※ 大企業は特許出願件数の上位 300 社，中小企業は中小企業創造活動促進法認定企業から抽

出したものを中心に調査対象とした。このようなことから，技術開発および知的財産管理に積

極的に取り組んでいる企業を対象とした調査であることに注意が必要である。 

 
2-2 調査の結果 

 以下，アンケート調査結果を紹介する。数値は特にことわりのない限り，大企業，中小企業，

全体のそれぞれにおける回収数に対する割合（パーセント：小数点以下四捨五入）とする（複数回

答の場合，合計は 100％を超える）。なお，＊印以下は報告者によるコメントである。 
1）調査対象の業種                     

（単位：社） 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 大企業 中小企業 全体 
 1 水産・農林 0 2 2 
 2 鉱業 0 0 0 
 3 建設 8 13 21 
 4 食料品 3 6 9 
 5 繊維製品 4 5 9 
 6 パルプ・紙 3 1 4 
 7 化学 23 4 27 
 8 医薬品 4 1 5 
 9 石油・石炭 1 0 1 
10 ゴム製品 4 1 5 
11 窯業 5 4 9 
12 鉄鋼 4 0 4 
13 非鉄金属 12 0 12 
14 金属製品 1 11 12 
15 機械 19 23 42 
16 電気機器 52 25 77 
17 輸送用機器 21 3 24 
18 精密機器 10 17 27 
19 その他製造業 12 26 38 
20 非製造業 2 13 15 

無回答 1 2 3 
合 計 189 157 346 
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２）研究開発活動の概況 

Q1 研究者・開発者（以下，研究者）の人員数 

 

 

 
 

 

 
＊大企業と中小企業で異なる選択肢を設定した。 

 
Q2 昨年度の特許出願件数 

 

 

 
 

 

 
＊大企業と中小企業で異なる選択肢を設定した。 

 
Q3 昨年度の売上額に対する研究開発費の割合 

 

 

 
 

 

 
＊Q1～3は調査対象企業の性格を表している。大企業では研究者数，特許出願数ともか

なりの規模を有しており，研究開発費の割合は「4～6％」がピークとなっている。中

小企業では研究者数，特許出願数ともに少ないが，企業規模から見ればむしろ多いの

ではないかと思われる。研究開発費の割合は「1～3％」をピークとしつつも，「10％

以上」の企業も 13％あり，研究開発に積極的な企業が多いことを表しているといえよ

う。 

 

 大企業   中小企業 
 1 10人以下 0   1 5人以下 66 
 2 11～50人 2   2 6～10人 20 
 3 51～100人 5   3 11～50人 12 
 4 101～500人 47   4 50人超 2 
 5 500人超 45  無回答 1 

無回答 2  合 計 100 
合 計 100    

 大企業   中小企業 
 1 10件以下 0   1 なし 31 
 2 11～50件 2   2 1～5件 50 
 3 51～100件 3   3 6～10件 13 
 4 101～300件 33   4 11～50件 3 
 5 300件超 61   5 50件超 1 

無回答 2  無回答 2 
合 計 100  合 計 100 

 大企業 中小企業 全体 
 1 1％未満 6 27 15 
 2 1～3％台 31 33 32 
 3 4～6％台 36 14 26 
 4 7～9％台 13 11 12 
 5 10％以上 5 13 9 

無回答 9 1 5 
合 計 100 100 100 
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３）特許出願について 

Q4 研究者に対する特許出願の奨励 

 

 

 
 

 
＊大企業ではほとんどの企業が，中小企業でも過半の企業が特許出願を奨励している。

具体的に件数を課すか否かについては大企業で半々に分かれている。 

 
Q5 特許出願についての考え方 

 

 

 
 

 

 
＊大企業で「質」「量」ともに重視，中小企業では「質」のみを重視が最も多くなってい

る。こうした考え方については本調査の中心的課題ではないが，ヒアリング結果とも

あわせ興味深い内容となっている。 

 
Q6 特許・発明の「質」の評価判断基準（複数回答） 

 
 

 

 
 

 

 
＊大企業では「売上への貢献」が最も多く，実績を重視する姿勢が見られる。また「ラ

イセンス」については大企業（40％）と中小企業（3％）で際だった違いがみられる。 

 大企業 中小企業 全体 
 1 特に奨励していない 1 39 18 
 2 件数は定めず奨励 51 56 53 
 3 件数を定めて奨励 48 3 20 

無回答 1 1 1 
合 計 100 100 100 

 大企業 中小企業 全体 
 1 「量」を重視している 2 4 3 
 2 「質」を重視，「量」は重視せず 23 65 42 
 3 「質」「量」ともに重視する 74 17 48 
 4 特許出願を重視していない 0 14 6 

無回答 1 1 1 
合 計 100 100 100 

 大企業 中小企業 全体 
 1 特許登録 8 8 8 
 2 他社へのライセンス 40 3 23 
 3 製品化に結びつくこと 34 54 43 
 4 売上への貢献 48 34 42 
 5 科学的・工学的価値 5 8 6 
 6 その他 9 3 6 

無回答 2 2 2 
合 計 146 111 130 
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４）職務発明について 

Q7 職務発明に関する社内規程の有無 

 

 

 
 

＊大企業でほぼすべての企業が「ある」としているのに対し，中小企業の 75％（117社）

が「ない」と回答していることは注目される。この点については後述する。 

Q8 発明権利化時の権利帰属（規程内容または一般的な傾向） 

 
 

 

 
 

 
＊取捨選択するケースを含め「会社に帰属」するものが，大企業で 98％，中小企業で

82％と大勢を占める。中小企業では「会社と研究者の共同帰属」が 12％（19社，うち

11社は前年度出願実績あり）と比較的高く，大企業と異なる特徴がある。 

  「研究者に帰属」としたものは大企業で 1社（1％），中小企業で 3社（2％）であり，

大企業の 1社は，他の設問の回答から判断すると，いわゆる「原始的に帰属」として

回答したものと思われる。中小企業の3社のうち2社は前年度に特許出願実績があり，

そこでの取り扱いは不明だが，研究者を権利者として出願を行った可能性もある。 

Q9 権利帰属について考慮している点（複数回答） 

 

 大企業 中小企業 全体 
 1 ある 99 23 65 
 2 ない 0 75 34 

無回答 1 3 1 
合 計 100 100 100 

 大企業 中小企業 全体 
 1 会社に帰属 87 79 84 
 2 発明を行った研究者に帰属 1 2 1 
 3 会社・研究者の共同帰属 0 12 5 
 4 発明を取捨選択し，会社に帰属 11 3 7 
 5 その他 1 2 1 

無回答 1 2 1 
合 計 100 100 100 

 大企業 中小企業 全 体 
 1 法律則した帰属であること 71 34 54 
 2 研究者の創造性の正当な評価 19 34 26 
 3 すでに賃金が支払われていること 13 33 22 
 4 会社が設備を提供していること 17 16 17 
 5 間接部門が支援を行っていること 5 11 8 
 6 業務上の発明であるか否か 73 42 59 
 7 会社に蓄積された技術情報を活用していること 20 30 24 
 8 その他 2 1 1 

無回答 1 8 4 
合 計 220 210 215 
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＊種々の要素を織りまぜた選択肢を設定したが，「法律に則した帰属」，「業務上か否か」

が最も多い回答であった。発明に対する貢献をどのように評価しているかという点に

ついてみれば， 

 ・大企業 ：会社の技術情報，個人の創造性，設備，間接部門 

 ・中小企業：個人の創造性，会社の技術情報，設備，間接部門 という順にならべる

ことができる。また，中小企業の約 1/3 では賃金がすでに支払われていることを考慮

に入れるとしている。 

 
５）報奨制度について 

Q10 職務発明に対する報奨制度の有無 

 
 

 

 
＊企業によっては，①発明対価としての「補償」と②インセンティブとしての「褒賞」

（「報賞」，「奨励」，「表彰」など表現は種々あり）を明確に分けているところもあるが，本

調査では「報奨」と一括した。 
 大企業はほぼ全てが「ある」としている。一方，中小企業では 59％（93社）が「な

い」と回答しており，そのほとんど（95％＝88 社）は職務発明規定がないと回答した

企業である。報奨制度のない 93社のうち 59社は前年度特許出願実績のある企業であ
り，中小企業全体の 38％（59/157社）は，報奨制度がないままに特許出願を行ってい

ることになる。 

 
※以下，Q17 までは報奨制度があると回答した企業（249 社，うち大企業 188 社，中小企業

61社）のみを対象とした設問であり，数値はそれぞれに対する割合（パーセント）とする。 

 
Q11 報奨形態（複数回答） 

 

 
 

 

 
 

 大企業 中小企業 全体 
 1 ある 99 39 72 
 2 ない 0 59 27 

無回答 1 2 1 
合 計 100 100 100 

 大企業 中小企業 全体 
 1 表彰 52 46 51 
 2 現金 99 82 95 
 3 ストックオプション 0 10 2 
 4 昇進・昇格 1 20 6 
 5 その他 1 3 2 

無回答 0 0 0 
合 計 154 161 155 
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＊「現金」と「表彰」を基本としているが，中小企業では「ストックオプション」や「昇

進・昇格」などもあることがわかる。ヒアリング調査では大企業の場合も「昇進・昇

格」に影響することが確認されているが，あくまでも人事評価の一部としてであり，

「報奨」という直接的な意味合いとは異なることからアンケート調査には表れなかっ

たものと思われる。 

 
Q12 報奨制度の位置づけ（複数回答） 

 
 

 

 
 

 
＊やはり「発明の対価」，「研究者のモラールアップ」が中心である。「人材確保」につい

ては，中小企業の意識が比較的高く（23％），大企業ではあまり意識されていないこと

がわかる。また，中小企業では「発明対価」が 69％であり，法律対応意識に課題があ

るといえよう。この点については後述する。 

 
Q13 報奨の要件および基準（算定方法）（複数回答） 

＊報奨制度は大企業で３～４種類，中小企業で１～２種類の組み合わせからなることが

わかる。以下，各要件について金額水準や基準を含めて，見ておく。 

 
 

 大企業 中小企業 全体 
 1 発明に対する対価として 94 69 88 
 2 研究者のモラールアップのため 64 44 59 
 3 賃金制度を補完し，開発者を優遇 3 18 6 
 4 有能な人材を確保するため 9 23 12 
 5 その他 4 2 3 

無回答 0 2 0 
合 計 173 157 169 

 大企業 中小企業 全体 
 1 特許出願時 98 46 86 
 2 特許登録時 79 41 69 
 3 ライセンス収入時 67 13 54 
 4 収入にかかわらずライセンス時 29 2 22 
 5 商品化(実用化)時 33 21 30 
 6 商品化後，一定の売上額を超えた時 47 41 46 
 7 特許出願前や商品化前の段階でもあり得る 5 7 5 
 8 科学的・工学的に優れた発明があったとき 5 8 6 
 9 その他 11 3 9 

無回答 1 5 2 
合 計 375 187 329 
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①特許出願時・特許登録時 

 出願は権利の継承を前提として行われるものであり，その時点の報奨は，それなりの意義を

持っている。大企業ではほぼ全ての企業で出願報奨が行われているのに対し，中小企業では過

半の企業は出願・登録時の報奨は行っていない。また，全体的に特許登録時の方が少ない割合

となっており，出願・登録の組み合わせでみると，両方回答したものは全体で 67％（168 社），

出願時のみは 18％（45社），登録時のみは 2％（5社＝全て中小企業）となっている。大企業が登

録よりも出願に重きをおく傾向は後にみるヒアリング結果にも表れている。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 金額について回答を得たものについては上表の通りである。請求項数によりプラスされるケ

ースもあったが，基礎となる数字から作成した。出願時では大企業，中小企業とも１万～２万

円，登録時では大企業で５千～１万円，中小企業で５千円未満が最も多い。金額においても出

願時の方が重視されていることがわかる。 
②ライセンス収入時・クロスライセンス時 

 大企業においては特許出願・登録についで 67％と高い割合を示しており，売上や利益などの

実績以上に重視されている。なお，「収入にかかわらずライセンス時」はクロスライセンスであ

り，何らかの社内評価（実施料や売上に換算）を行い対応している。 

 報奨水準については，定率，収入に応じた定額（ランク別），独自の算定式による評価などの

各種基準に基づいて報奨されている。ライセンス収入金額に対する率（定率）で回答があった

34社のみに限ってみると以下の通りである。 

20％  2社 （収入 30万円まで：20％，30～50万円：18％，など段階的） 

10％  6社 （うち 1社：上限 10万円） 
 5％  12社 （うち 1社：上限 100万円，1社：上限 300万円） 

          出願・登録時の報奨金額    単位：件(％) 
出願時 登録時 

 
大企業 中小企業 大企業 中小企業 

2万円以上 26 
（17） 

4 
（21） 

3 
（2） 

1 
（5） 

1万～2万円未満 74 
（48） 

8 
（42） 

14 
（11） 

2 
（11） 

5千～1万円未満 42 
（27） 

2 
（11） 

67 
（55） 

6 
（32） 

5千円未満 8 
（5） 

2 
（11） 

31 
（25） 

8 
（42） 

その他 5 
（3） 

3 
（16） 

7 
（6） 

2 
（11） 

合  計 155 
（100） 

19 
（100） 

122 
（100） 

19 
（100） 

注：括弧内は構成比。 
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4％  1社 

3％  4社 （うち 1社は上限値として） 
2％  4社 （うち 1社は上限値として） 

1％  4社 （うち 1社：上限 1000万円） 

0.5％  1社 
 5％が最も多く，10％，1～3％の範囲と続いている。しかしながら，上限を設定しているケ

ースもあり，率の高低のみでは単純に評価できないといえよう。 

③商品化（実用化）時・一定売上時 
 自社での実施による，いわゆる実績報奨の部分である。大企業においてこの種の実績報奨を

行っている企業は半数以下である。実績報奨も補償の一部をなすと考えられることから，この

回答状況は注目される。 
 報奨の水準については，売上，利益などを基準として各社各様の算定を行っており，単純な

比較がしにくいため，ここでは省略する。 

④特許出願前・商品化前，科学的･工学的に優れた発明，その他 
 これらはいずれも「質」的な評価を要するものであり，社内会議などでの判断によるものと

思われる。いずれも全体で 10％以下と低い割合となっている。 

 しかしながら，ヒアリング調査においては「実績から評価，報奨するのでは戦略上有効な特

許は生まれない」とする意見もあった。経営戦略・技術戦略とのかねあいから，実績が出る前

に評価することの重要性も指摘される。 

 
Q14 １件の発明に対する報奨金の上限額 

 

 
 

 

 
 

 
＊いずれも「設定していない」が最も多く，設定している場合では，中小企業では 100
万円以下，大企業では 11～1000 万円の範囲が中心になっており，企業規模で一定の

格差が認められる。Ｑ13で見たように報奨制度は複雑に組み合わされていることから，

報道などでは分かりやすい上限額が問題とされることが多いが，上限額はあくまでも

可能性であり，現実の金額水準を反映しているとは限らないことには注意が必要である。 

 大企業 中小企業 全体 
 1 設定していない 36 49 39 
 2 10万円以下 4 20 8 
 3 11～100万円 23 21 22 
 4 101～1000万円 21 7 17 
 5 1001～5000万円 5 2 4 
 6 5000万円超 6 0 4 

無回答 5 2 4 
合 計 100 100 100 
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Q15 報奨の対象者 

＊大企業では基本的に特許発明者のみとなっており，法律対応としての性格がうかがわ

れる。それに対し，中小企業では若干幅があり，法律対応に限らない観点での対象者

になっていると思われる。 

なお本設問は択一回答としたが，一部に複数回答があったため，合計は 100％を超え
ている。 

 
Q16 報奨金以外での研究者へのインセンティブ（複数回答） 

 

 

 
 

 

 
 

＊「表彰」が圧倒的であり，いわゆる「社長表彰」などの形態が多いものと思われる。

ついで「昇進・昇格」となっている。 

 
Q17 報奨制度において，重視している点，気を付けている点（複数回答） 

 
 

 大企業 中小企業 全体 
 1 特許発明者のみ 94 49 83 
 2 発明者以外で研究・開発の中心となった研究者個人 2 13 4 
 3 補助・支援的役割を担った研究者も含める 3 21 8 
 4 間接的支援を行った従業員も含める 4 5 4 
 5 個人ではなくチームやグループ全体を対象とする 0 8 2 
 6 その他 2 2 2 

無回答 0 7 2 
合 計 104 105 104 

 大企業 中小企業 全 体 
 1 自由な研究活動を保証 5 13 7 
 2 外部との自由な交流を保証 11 13 11 
 3 研究支援体制で優遇 6 10 7 
 4 表彰 70 43 63 
 5 昇進・昇格 29 30 29 
 6 その他 1 0 1 

無回答 11 13 11 
合 計 132 121 129 

 大企業 中小企業 全 体 
 1 研究者のモラール向上 72 51 67 
 2 個人の創造性の正当な評価 52 62 55 
 3 他の従業員とのバランス 20 20 20 
 4 費用・効果のバランス 29 44 33 
 5 同業他社とのバランス 24 2 19 
 6 その他 5 2 4 

無回答 1 3 1 
合 計 203 184 198 
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＊「モラール向上」，「創造性の正当な評価」がいずれも過半をしめている。中小企業で

は次いで「費用・効果のバランス」が多いのが特徴的である。 

 
※ここからは再び全回収数（346社，うち大企業 189社，中小企業 157社）を対象とする。 

 
Q18 現在の報奨制度を変更（新設）する計画の有無 

 

 
 

 

 
 

＊制度変更計画があるもの（１，２）と変更したばかりのもの（３）をあわせると，大企

業で 78％，中小企業で 36％となっている。中小企業では 59％が計画が「ない」とし
ている。この点については制度の有無との関わりを含め後述する。 

 
Q19 制度変更（新設）の背景（複数回答） 

 

 

 
 

 

 
 

＊大企業では「社会情勢の変化」や「法律対応」として取り組んでいることがわかる。

中小企業は比較的平均化されているが，「法律対応」が 18％と低いことは注目される。 

 

 大企業 中小企業 全 体 
 1 進行中の計画がある 28 6 18 
 2 将来的な計画がある 31 26 29 
 3 変更したばかり 20 3 12 
 4 ない 21 59 38 

無回答 1 6 3 
合 計 100 100 100 

 大企業 中小企業 全 体 
 1 法律的な対応の必要性から 41 18 31 
 2 他社の動向にあわせて 22 8 16 
 3 有能な人材を確保する必要から 22 24 23 
 4 一般的な社会情勢の変化から 50 24 38 
 5 従業員の意識変化に合わせて 24 29 26 
 6 その他 10 2 6 

無回答 16 41 27 
合 計 184 146 167 
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６）企業経営と知的財産権など 

Q20 権利帰属や報奨制度についての社会的な議論についての考え方（複数回答） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

＊昨今の議論に対する企業のとらえ方は，おおむね積極的評価（２，３）を与えていると

いえる。消極的評価（１，４，５）は比較的少なかったが，大企業で「個人の創造性や

能力が強調されすぎ」とするものが 24％であったことは注目される。このことは現代

の大企業における研究開発のあり方を反映したものとも捉えられよう。 

 
Q21 業界としての報奨制度への対応についての考え方（複数回答） 

 

 
 

 

 
 

 

 
＊全体的に業界で足並みをそろえることには消極的であり（１，２），「個別企業ごとに対

応すべき」（４，５）とするものが大勢を占める。また行政のリードを期待するものに

ついては，次の自由記述にも見られる。 

 
Q22 特許行政についての意見（自由記述） 

○大企業 
・米国の様に，強行規定（特許法第 35条）は廃止してもらいたい。 

 大企業 中小企業 全 体 
 1 こうした議論はあまり積極的な意義を
持たないと思う 2 4 3 

 2 企業経営にとって積極的な意義を持つ
ものと思う 40 33 37 

 3 発明者の創造を評価していく方向は正
しい 72 65 69 

 4 個人の創造性や能力が強調されすぎて
いる 24 11 18 

 5 情報共有など組織全体としての能力へ
の影響を危惧 4 12 8 

無回答 5 5 5 
合 計 147 131 140 

 大企業 中小企業 全 体 
 1 業界内で制度を調和させる必要がある 6 8 7 
 2 業界内で共同して研究すべき 10 6 8 
 3 行政が積極的にリードして何らかの基
準を設けてほしい 23 11 18 

 4 あくまでも個別企業ごとに対応すべき 37 48 42 
 5 個別企業で対応すべきだが，やがて平
均化されると思う 40 32 36 

無回答 3 8 5 
合 計 119 113 116 
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・特許法第 35 条を明確にするか，廃止して企業（業界）の契約ベースとすることを考えてほし

い。 
・報奨制度など，特許庁がもっとリーダーシップを発揮するべきである。行政としてすばやく

法改正を検討すべきである。 

・この問題は，特許法第 35 条が大きく関わっており，特許庁として，この法律の扱い（改正，
廃止など）をどうするのか，早目に方針をだしてほしい。 

・企業と従業員とが合意の上で報奨制度を定めている場合，行政が指導という名で介入すべき

ではない。また，報奨制度が極端（社会通念上非常識）でない限り，違法とするのは問題。 

 
○中小企業 

・報奨制度についても現時点では個別企業ごとに対応すべきであるが，将来行政が積極的に取

り組むのであれば，それは望ましいことと思う。 

・特許関連費用が高すぎる。発明者個人で負担できるレベルにないため，企業側負担となり，

権利帰属，報奨制度の問題となっている。 

 
＊職務発明・報奨制度についての意見でほぼ共通しているのは，特許法第 35 条を現状

のままにしておかれては困るというものである。 
 ここでは職務発明・報奨制度にかんするもののみを紹介した。このほか，出願・維

持費用，審査・審判，国際的調和化，情報化対応，国家レベルでの知財戦略などにつ

いて多数の意見があった。また，中小企業にとっての特許（制度）の意義，あり方に

ついての意見も多くあった。これらについては，機会をあらため紹介したい。 

 
Q23 本アンケートの内容に関連した自由記述 

＊ここでも多数の意見があったが，テーマに関連するもののみを紹介する。 

○大企業 

・特許法の目的である産業の発展に寄与することを背景に，発明者を特別に優遇した制度であ

るため，過度な個人への手厚い補償は問題がある。高度成長時代を終えた今では，個別の雇用

契約の中で対価を定めるの（米国スタイル）が望ましい。業務としてとらえた場合，開発者は大

きな見返りがあり，営業や事務的な業務を行っているものに見返りがないのは不公平感がある。 
・特許法 35 条の記述は表現が曖昧なため解釈が難しい。しかし，今後の国際競争を考慮する

と報奨制度もグローバルな見方が必要となる（研究者の確保の面から）。 

・終身雇用の時代は，特許の報奨金が低くても，昇進，給与の査定に含まれていたため，苦情

がなかったが，時代が変わり，短期決戦の今はそのつど報奨することが必要となる。 
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・オリンパス事件，日亜のケースなど，本テーマは時期的に興味深い内容と思われる。しかし，

司法での最終的判断がされていない以上，過渡的なものとしてしか位置づけられないのではと，

危惧している。 

・特許補償制度に関しては，グループ，同業企業とも交流がある。今後も改定されていくもの

と思う。 
・職務発明対価としての発明補償と，インセンティブとしての奨励を混同するとややこしくな

る。分けて論ずるべき。但し，最終的に職務発明対価は，上記すべてに加え，労務管理として

とらえるべき。（同様３件） 

 
○中小企業 

・青色 LED の発明者の訴訟により，発明者に対する報奨がクローズアップされてきて，大変
良いことと思う。当社は中小企業のため，発明者を大事にしたい気持ちはあるが，金銭的報酬

となると，まだ世間をみている状態である。しばらくはこのように様子を見ている企業が多い

のではと思う。 
・個人，会社の所有については，事前に協議する必要がある。本筋は会社所有とすべきである。 

・権利帰属はメーカー側で良いと思うが，貢献度（売上？利益？）に従いつつ応分の報酬が発明

者に与えられるべきである。 
・中村氏の提起もあり注目のテーマだが，極端な報奨は問題ありと考える。報奨制度により発

明の対価を得る（渡す）ことは意識の向上にもつながるのでプラスだが，人件費の偏りすぎに

は注意が必要ではないか。世間では正当な報酬を得ることが当然のように言われているが，実

施すると何倍もの賃金差が生じ，また安定した収入も得られなくなる。 

・特許はサラリーマンである限り，個人と会社のものであって，この二者が平等にわけあうべ

きである。 
・社員は被雇用者であり，立場が弱い。 

３．ヒアリング調査結果 

3-1 ヒアリング調査の概要 

調査目的 企業における職務発明・報奨制度についての考え方，経営戦略との関わりなどアン

ケート調査を補足し課題をより明確にする。 
実施時期 2002年 1～2月 

調査対象 大企業 7社（Ａ～Ｇ社），中小企業 1社 
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3-2 ヒアリング調査の結果 

以下，ヒアリング結果を紹介する。ここでは紹介にとどめ，評価については次章の全体のま

とめにおいて行う。 

 
１）企業経営における知的財産の位置づけ 

・近年，知的財産＝経営資源という認識が経営トップを含めてある。しかしそのような認識に

たつと，費用対効果の意識も生まれてきて，逆に厳しい状況でもある。以前のように幾らでも

投入するという時代ではなくなり，その妥当性が求められるようになっている。そもそもアウ

トプットの評価自体も難しい。そうしたことから，知財においても，いわゆる「選択と集中」

を行いつつある。（大企業Ａ） 

・知的財産の重要性についての認識は以前からあったが，米国のプロパテント政策や日本のプ

ロパテント化の影響などいくつかの契機で高まりを見せている。また，紛争の経験なども大き

く影響している。そうしたことから知的財産を経営のコアな資源として認識するようになって

おり，知的財産の部門は社長に直結した組織になっている。（大企業Ｂ） 
・知的財産管理については歴史があり，研究開発とともに重視されてきた。（大企業Ｃ） 

・4～5年前頃から知的財産権は重要な経営資源という認識が強まっている。係争の経験もあり，

そうした傾向がある。全社的には予算や人員は削減する方向にあるが，知財部門は減らせとい

われないどころか，むしろ大幅に増えている。しかしながら，経営トップの直接的な関与はな

いというのが現状だ。（大企業Ｄ） 

 
２）特許出願への取り組み 

・本来は「質」を重視すべきだが，現状では「数は力」という認識だ。一般的に重要特許は出

願件数のうちに 5～10％あり，出願件数を増やせば自ずと重要特許も増えるという考え方をし
ている。一方で登録済みの特許の見直しも行っており，出願は無制限にするが，登録後に見直

しをするという形で対応している。（大企業Ａ） 

・単純に「量」を追っても仕方がないと考えている。アイデア→評価→出願という流れからす

ると，アイデアの数は重要だけれども，出願の数にはこだわらない。ただ，出願は別として社

内の発明はすべて顕在化させたいとは考えている。特許は毎年見直しを行っており，15年以上

維持しているものは 5％未満だと思う。（大企業Ｂ） 
・高度成長期には国内数万件規模で出願をしていた。それほど力を入れて量を増やしたにもか

かわらず訴訟を起こされ，これが「質」への転換につながった。国外特許の重視，ライセンス，

訴訟に耐えうるかというあたりを「質」と考えている。このように単純に量を求めているわけ

ではなく，ノルマを課すこともしていないが，件数でベスト 10 に入る程度は必要かと認識し
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ている。登録後の特許の見直しは行っている。（大企業Ｃ） 

・件数を出せば，その中に良い特許があるのではないかと考えており，出すべきものは出せと

いう姿勢でやっている。特許の見直しは 1件につき 3年に 1度行っている。（大企業Ｄ） 

・「量」があってはじめて「質」が担保されるのであり，「量」がなければ「質」もないと考え

ている。（大企業Ｅ） 

 
３）職務発明・権利帰属 

・デバイスごとの発明というよりは商品全体で意味があるので，会社に帰属するのが妥当と考

えている。（中小企業） 

・勤務規則において，職務発明は会社に帰属するものと定めている。（大企業Ａ） 

・一件ごとに譲渡する手続きになっている。（大企業Ｂ） 
・「出願依頼書」が譲渡書になっている。（大企業Ｄ） 

・すべての件数について譲渡契約を取り交わしている。（大企業Ｅ） 

 
４）報奨制度の実態 

・制度的には 1969 年からあるが，今日までに 2 度の制度変更を行ってきた。最近では 2001

年に変更したが，その背景としてはそれまでの実績報奨が運用されなかったという課題があっ

た。現在のところ年間５件程度，出願時に補償を行っている。権利化そのものよりも，出願し

たことを対外的にアピールすることに意味があると考えている。金額は２～５千円/件。技術検

定試験合格に対する表彰の方が金額は高い。（中小企業） 
・従来は「実施賞」として３等級で最高 300万円（100万円/年×3回まで）を上限としてきたが，

2000 年度に制度変更を行い，3000 億円以上の売上があった場合にはこれに 2000 万円をプラ

スすることにした。これとは別に「出願賞」があり，12000円/件の報奨を行っている。登録時
の報奨は権利の質を下げる可能性があるので，行っていない。また，補償と褒賞の区別は行っ

ていない。（大企業Ａ） 

・制度そのものは，大正時代にすでに制定されており，その後改定を重ね，現行制度としては

1989年のものを基本としている。現行では，「出願補償」・「実績補償」と「表彰制度」は区別

されている。特許については出願時，登録時ともに補償している。ライセンス収入時の補償額

は最高 1,500万円。（大企業Ｂ） 
・法律対応＋発明・独創に対する経営者の姿勢と位置づけている。「出願補償」1 万円，「登録

補償」2万円となっている。1999年に実績補償制度ができ，金額は最高で 500万円/年（3年ご

と）となっている。（大企業Ｄ） 
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５）報奨制度の考え方 

・報奨制度は基本的に特許法に従うのみだが，独自にプラスアルファして，トータルとしてイ

ンセンティブ制度としている。（大企業Ｃ） 

・補償とインセンティブは明確に分かれており，本社においては法律対応の「補償」をおさえ，

インセンティブは各事業部レベルに任せている。（大企業Ｅ） 
・社内の格差をつけすぎるのは問題があると思う（大企業Ａ） 

・発明を尊重すること自体はよいが，研究者は研究をするために雇われ，賃金を支払われてい

るのに，特別扱いするのはおかしいのではないか。また，研究に対するリスクは研究者ではな

く，企業が負っているということも考えなければならない。（大企業Ｄ） 

・発明者中心では不十分ではないかと思う。出願・登録については発明者に対する補償でよい

かもしれないが，実績については発明者以外の「活用者」が重要な役割を果たしているのであ

って，そうしたプロジェクト全体を対象とする必要がある。（大企業Ｇ） 

・報奨の可能性のないテーマの研究者をどう扱うかが問題だ。（大企業Ｄ） 

・人材獲得を意識するならば，むしろ給与や環境面で整備すべきであり，報奨制度（特に補償）

で人材獲得をしようとするのは本末転倒ではないか。（大企業Ｂ） 

・特許になっていないと評価できないというのが従来の考え方だったが，現在は将来技術（5

～10年先）の開発，横並びではない独自性のある技術の開発を後押しするという意味合いから，

研究開発の中に知財が組み込まれているという体制になっている。つまり実績や特許登録を待

っていたのでは間に合わないということだ。そういうことからも登録補償はない。（大企業Ｆ） 

 
６）業界としての対応 

・金額は異なるけれども，すでに制度としては業界内で平均化されているのではないか。ただ，

業種，業態，企業規模などによって違いはあると思うが。（大企業Ｂ） 
・企業ごとに自由にするのがよいと思う。（中小企業） 

・この問題に「正解」はないと思う。だからこそ，個別企業ごとに会社の姿勢を打ち出し，対

応すべきものだと考える。（大企業Ｄ） 
・法律対応の部分は業界でという可能性もあるが，それ以外（インセンティブ）のところは各社

別々にやらなければならない。（大企業Ｆ） 

 
７）特許行政について 

・現行法は労働者保護の性格が強すぎるのではないだろうか。果たして 35 条が競争力にプラ

スになっているかは疑問だ。独自の経営判断で対処できるような制度にしてほしい。（大企業Ｃ） 
・特許庁が公務員の発明対価の増額を打ち出したが，社内説得に使えるというメリットはある
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が，業界の方向に影響することには注意が必要だ。（大企業Ｄ） 

・今後の政策として情報コンテンツの保護をいかにするかという課題があるはず。情報保護法

的な特許概念でのプロパテントもやるべきではないか。（大企業Ｆ） 

・コスト意識を持ってほしい。毎年予算アップしているが，その源泉は出願費用ではないか。

必要以上の分野に進出しているが，それよりもむしろ出願費用を下げる方向で検討してほしい。

また，特許年金が年を追うごとに上がっていくのはおかしい。追加費用はほとんどないはずで

は。（大企業Ａ） 

・審査期間が長い。（中小企業） 
・最近は非公式の懇談会など話し合いの場が多く，オープンになってきていることはよいと思

う。（大企業Ａ） 

・行政とのコミュニケーションは日頃から活発にやっており，最近特に良くなっていると感じ

る。（大企業Ｃ） 

 
８）その他 
・中村教授の事例はきわめて例外的であり，その基準で考えても，大多数の研究者，開発者は

報われないのではないだろうか。ただ，現状の水準を見直す必要があるとは思うが。（大企業Ａ） 

・現在の制度が変わらない限り，補償金額をいくら上げても訴訟そのものはなくならない。ま

た，そうなると発明者だけが特別扱いされるのはおかしいということになる。（大企業Ｃ） 

・問題なのは金額ではなくて，契約を超えて法律が適用されてしまうことだ。（大企業Ｆ） 

・裁判所でないと「相当の対価」を評価できないという点に問題を感じる。すべての特許につ

いてそうした判断をしてくれるのだろうか。（大企業Ｃ） 

・電機などでは１製品に数百の特許が使われることもある。一方で化学や薬品などでは１製品

１特許が基本だ。業種の違いによって自ずと特許１件の重みも異なってくる。また，特許の意

味合いも排他的独占権として使われる業種と，クロスライセンスなどを活発に行わなければな

らない業種とやはり異なる。それを一つの基準で適用するのは難しいのではないか。（大企業Ｃ） 

・日本知的財産協会のようなところがもっと積極的に意見や要望を出すべきではないか。（大企

業Ａ） 

４．調査結果のポイントと今後の課題 

 最後に，以上の調査結果のポイントを整理し，今後の課題を指摘しておく。 

 

4-1 企業規模によらず高い関心 昨今の議論には冷静に積極的評価 

 まず指摘できることは，この問題に対する企業の関心の高さである。通常この種のアンケー



職務発明・報奨制度の現状と問題意識実態（安藤・川島） 177 

ト調査では２～３割程度の回収率しか望めないが，今回は全体で 58％（346/600社）と極めて高

い回収率を示した。また，その内訳を見ると，大企業（63％：189/300 社）だけでなく，中小企

業（52％：157/300 社）も半数を超える企業が回答していることが分かる。また，調査票の自由

記述欄では多くの企業から調査結果のフィードバックを求める声もあり，企業規模によらず極

めて高い関心を示しているといえる。 
 企業の高い関心の背景には，特に昨年来の訴訟や司法判断，それに伴う各種報道があるとみ

られる（アンケート Q19）。こうした社会的議論は企業に大きな課題を投げかけたといえるが，

議論そのものについて企業はむしろ冷静に評価している（アンケート Q20）。大企業においては

「個人の創造性や能力が強調されすぎている」との認識も一定程度あるが（大企業：24％），「発

明者の創造性を評価していく方向は正しい」（全体：69％），「企業経営に積極的意義」（全体：37％）

という積極的評価が大勢を占めているといえよう。 

 
4-2 知的財産は経営資源 技術戦略の一環として取り組み 

 企業における職務発明や報奨制度などへの取り組みの背景として，企業の知的財産について

の認識，知財管理の状況一般についても把握しておく必要があろう。 

 ヒアリング調査において特徴的であったことは，ほとんどの大企業が「知的財産は経営資源」

との認識を示したことである。また，近年ではそうした認識が経営トップを含めて高まってい

ることが注目される。その背景としては米国を中心とするプロパテントの国際的潮流，国際的

な特許係争の経験などの影響が強いものと思われる。 

 こうした認識は，特許出願・維持についての考え方にもあらわれている。すなわち「量」か

ら「質」への転換である。出願にあたっての考え方は「量」のみを重視する姿勢はほとんど見

られず（全体：3％），大企業で「質」「量」ともに重視（74％），中小企業で「質」のみを重視（65％）

とする姿勢が大勢を占めている（アンケートＱ5）。ヒアリング調査では，大企業のほとんどが「量」

による「質」の担保，すなわち手段は「量」だが目的は「質」であるという考え方を示してい

る。また，登録後の権利維持についても，多くの企業で見直しを行っており，不要と判断され

るものについては権利を放棄することがむしろ一般的であることがわかった。 
 では，企業にとって特許の「質」とは何か（アンケートＱ6）。一つには製品化や売上に結びつ

くことであろう（製品化：大企業 34％，中小企業 54％，売上：大企業 48％，中小企業 34％）。しかし，

今回の調査でより注目すべき点は大企業を中心に多くの企業が他社へのライセンスを「質」と

捉えていることである（大企業：40％）。こうした認識は，外部との協力や提携といった近年の

経営戦略・技術戦略的な動向と一致するものである。すなわち，大企業においては，知的財産

は重要な経営資源として企業の技術戦略とのかかわりにおいて捉えられているといえよう。 
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4-3 特許法 35 条問題の明確化，個別企業ごとの対応を希望 

 報奨制度をめぐってはその法的根拠である特許法第 35 条に課題が指摘されている。アンケ
ート調査・ヒアリング調査においては，現行の規定を廃止するか，内容を明確化してほしいと

いう意見が多く聞かれた。 

 たしかに現状では，企業は自らが設定した「相当の対価」が適法であるか判断できぬまま報

奨制度を運用せざるを得ない。報奨制度を整備しようとすれば，当然に法律対応（補償）にお

いて困難が生じるといえよう。 

 産業界，とりわけ知的財産管理に積極的に取り組む大企業の声としては，昨年 12 月に日本
知的財産協会より以下のような提言がなされている（日本知的財産協会「特許法第 35 条 職務発明

規定についての提言」2001年 12月 7日）。「従業者等の職務発明の取り扱いに関しては，使用者等

に特許を受ける権利等を承継させることおよびその条件等について，使用者等と従業者等の契

約，勤務規則，その他の規定に委ねることができる制度とする」。すなわち，会社と従業員との

契約，会社内の規則を超えて法律が適用される現状を改め，権利承継やその条件（補償）はす

べて契約や規則において定めることができるとするものである。アンケート調査においても，

今後の対応として個別企業ごとの対応を望む声が多く，一律の基準を設定されることには消極

的であるという結果となっており，この提言とほぼ一致している（アンケート Q21）。 

 たしかに発明者の創造性を積極的に評価し企業の競争力を高めていこうとする意志のある企

業においては，こうした方向で問題ないように思われる。しかしながら，すべての企業が発明

者の創造性を積極的に評価しているわけではなく，今回の提言ではそうした前提の認識に甘さ

があるように思われる。 
 また，人材獲得をめぐって報奨競争が行われているかのような印象を与える報道もあり，法

律で定めなくても市場が発明者の創造性を評価する方向へと導く，とする見方も可能かもしれ

ない。しかし今回の調査からは報奨制度における人材獲得の位置づけが低いという結果が得ら

れており（アンケート Q12），必ずしもこうした論理は妥当しないのではないかと思われる。 

 
4-4 中小企業において大きな課題 

 今回の調査において最も注目すべきは中小企業における課題である。まず，法律対応意識に

ついてみると，権利帰属について考慮している点として「法律に則した帰属であること」とし

た中小企業は 34％にとどまっており（大企業：71％），報奨制度の位置づけについては「発明に

対する対価として」と回答したものは 69％（大企業：94％）である。さらに，報奨制度の変更・

新設の背景として「法律的な対応の必要から」としたものは 18％（大企業：41％）に限られる。

このように中小企業では法律対応意識に大きな課題があるといえよう（アンケート Q9，12，19）。 
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 さらに制度整備自体にも課題があることが分かった。上表は職務発明規程と報奨制度の有無

についてマトリクス分析を行ったものである。両方とも「あり」と回答した企業は 31社（20％）

にとどまり，逆に両方とも「なし」と回答した企業は 88社（56％）と，中小企業の過半はこう

した制度的整備が不十分であるという結果が得られた。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 また，同様に報奨制度の有無と制度変更（新設）計画の有無についても分析を行った。報奨

制度がないと回答した中小企業（93社＝59％）のうち，制度新設を計画している企業は 28社で

あり，報奨制度がない中小企業の 30％（全体の 18％）で前向きな姿勢がみられる。しかし，一

方で報奨制度も新設計画もないと回答した企業は 62 社あり，報奨制度がない企業の 67％（全
体の 39％）は，依然としてこの問題に対応しようとする意識がない。 

 本調査の対象企業が，技術開発に積極的な中小企業であることから，この回答状況は特に注

意を要する。多くの中小企業（現状で 59%，将来的には 39％）において，職務発明・報奨制度を

めぐる紛争が発生する潜在的可能性は高いといえる。日亜化学工業㈱と元従業員との訴訟は確

    職務発明規程と報奨制度の有無(中小企業) 単位：件(％) 
報奨制度 

 
あり なし 無回答 

合 計 

あり 31 
（20） 

5 
（3） 

― 
（0） 

36 
（23） 

なし 29 
（18） 

88 
（56） 

― 
（0） 

117 
（75） 

職 
務 
発 
明 
規 
程 無回答 1 

（1） 
― 

（0） 
3 

（2） 
4 

（3） 

合 計 61 
（39） 

93 
（59） 

3 
（2） 

157 
（100） 

注：括弧内は合計 157件に対する構成比 

      報奨制度と新設計画の有無(中小企業) 単位：件(％) 
制度変更(新設)計画 

 
あり なし 無回答 

合 計 

あり 28 
（18） 

30 
（19） 

3 
（2） 

61 
（39） 

なし 28 
（18） 

62 
（39） 

3 
（2） 

93 
（59） 

報 
奨 
制 
度 

無回答 ― 
（0） 

― 
（0） 

3 
（2） 

3 
（2） 

合 計 56 
（36） 

92 
（59） 

9 
（6） 

157 
（100） 

注：括弧内は合計 157件に対する構成比 
  制度変更(新設)計画「あり」は Q18の選択肢１～3。 
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かに特殊な事例ではあるが，構造的には氷山の一角として現れたにすぎないのである。こうし

た議論を進めていく上で，意識が高く，制度も整った大企業のみを前提とすることはきわめて

危険であるといえよう。なお，大企業においても，実績報奨の実施は約半数の企業にとどまっ

ており，職務発明制度の趣旨からすると，なお問題があると言えるのではなかろうか。 

 
 以上，今回の調査結果とそのポイントをみてきたが，今後の取り組みにおける課題としては，

①発明者重視，②制度の整備，③経営戦略との整合の 3点が指摘できよう。発明者を法律によ

って保護する時代は終わった，各企業に任せるべきである，という認識が一部にあるが，すで

にみたようにこのような考え方には一定の危うさがあるといわざるを得ない。むしろ，より戦

略的に発明者重視を打ち出す方向に向かうべきであろう。また，その前提としては，中小企業

を中心に制度の未整備を改める必要がある。そしてさらに重要なことは，そうした取り組みが

受動的な法律対応にとどまるのではなく，企業の経営戦略において位置づけられ，取り組まれ

ることである。 


